
 

１１．． 交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計  
  

（（１１））概概要要  

交付税及び譲与税配付金特別会計は、昭和 29 年に国税の一定割合を一定の基準に基づき地方

公共団体に交付する地方交付税及び地方譲与税制度が創設されたことに伴い、一般会計と整理区

分するために設置された特別会計です。 

また、昭和 58 年度より、それまで一般会計にて行われていた交通安全対策特別交付金に関す

る経理も、本特別会計において行われています。 

さらに、平成 25 年 6 月 5 日に示された「特別会計改革に関するとりまとめ」（行政改革推進

会議）を踏まえ、平成 26 年 4 月 1 日に施行された特会改革法により、平成 26 年度予算から

交通安全対策特別交付金勘定を廃止し、反則金収入は一般会計で受け入れ、一般会計から交付税

及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとし、交通安全対策特別交付金に関する経理を同会

計において行っているところです。 

交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計のの勘勘定定廃廃止止  

 

 

交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計のの仕仕組組みみ  
  

交付税及び譲与税配付金特別会計において、租税収入や一般会計からの繰入れなどを財源

として地方公共団体への地方交付税、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金及び地方譲与

税の配付や交付を経理しています。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

交付税及び譲与税 

配付金特別会計 

一般会計より受入 
地方交付税交付金 

地方特例交付金 

交通反則者納金 

租税 
地方法人税、地方揮発

油税、森林環境税、石

油ガス税、特別法人事

業税、自動車重量税、

航空機燃料税、特別と

ん税 

借入金など 

 

地方公共団体へ 

交付・譲与 

借入金返済など 
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本特別会計は、特定の事業の収支を経理する特別会計とは異なり、地方交付税、地方特例交付

金、交通安全対策特別交付金及び地方譲与税の配付や交付に関する経理を明確にするために設け

られている特別会計です。 

交付税及び譲与税配付金特別会計が経理している内容は以下のとおりです。 

①  地方交付税交付金 

「地方交付税法」（昭 25 法 211）等に基づき、地方団体間の財源の均衡化を図り、地方

行政の計画的な運営を保障するため、国税収入（所得税、法人税、酒税、消費税）の一定割

合及び地方法人税の全額等を原資として、地方団体へ交付するものです。なお、消費税に係

る交付税法定率分の総額は、引上げ分の地方消費税とあわせて、地方単独事業を含む地方の

社会保障給付費の総額と比較し、社会保障財源となっていることを毎年度確認することと

されています。 
また、東日本大震災の復旧・復興事業に係る被災団体の財政負担を考慮するとともに、被

災団体以外の地方団体の負担に影響を及ぼすことがないよう、通常収支とは別枠で「震災復

興特別交付税」を確保し、事業実施状況に合わせて地方団体に交付するものです。 

②  地方特例交付金 

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除及び定額減税による減収額を補塡するた

め、地方公共団体に交付するものです。 

（注）新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税の課税標準の特例による減収額を補塡するため、

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金が地方特例交付金として地方公共団体に交付され

ます。 

③  交通安全対策特別交付金 

交通安全対策特別交付金は、昭和 43 年に「道路交通法」（昭 35 法 105）の改正により

創設された交通反則通告制度に基づき納付される反則金収入を原資として、交通事故の発

生を防止することを目的とし、地方公共団体が単独で行なう道路交通安全施設整備の経費

に充てるための財源として交付するものです。 

具体的には、「交通安全対策特別交付金等に関する政令」（昭 58 政 104）で定める、信

号機、道路標識、横断歩道橋等の道路交通安全施設の設置及び管理に関する経費に充てられ

ます。 

④  地方譲与税譲与金 

地方揮発油税、森林環境税、石油ガス税、特別法人事業税、自動車重量税、航空機燃料税

及び特別とん税の収入の全部又は一部を地方公共団体に譲与するものです。 

 

（参考資料）「地方交付税」 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/kouhu.html） 

「税制改正（地方税）」 

（https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html） 

 
 

 
 

（（２２））具具体体的的なな事事業業のの内内容容  
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（（３３））特特別別会会計計のの現現状状  
 

①①   歳歳入入歳歳出出予予算算（（令令和和 77 年年度度当当初初予予算算））  

 

 

 

（注）歳入歳出差額が、9,120 億円あります。これは、前年度からの繰越金（令和 7 年度の地方交付税の財源として活

用するためのもの）・いわば期ズレとしての地方譲与税譲与金の未譲与（各譲与税法等に基づき、当該年度の最後の譲

与後における出納整理期間に係る租税収入は翌年度に譲与）・交通安全対策特別交付金の未交付（道路交通法の規定に

基づき、令和 7 年 2・3 月に収納された交通反則者納金は令和 7 年 9 月に交付）分などがあるためです。 

 

○○歳歳入入総総額額、、歳歳出出総総額額、、（（参参考考））歳歳出出純純計計額額                    （単位：億円） 

歳歳入入総総額額  歳歳出出総総額額  （（参参考考））歳歳出出純純計計額額  

516,313（▲9,424） 507,193（▲11,478） 215,540（▲6,030）

 

○○交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計のの歳歳入入・・歳歳出出のの内内容容              （単位：億円） 

（歳入）  

内内容容  額額  説説明明  

他会計より受入 191,858（＋10,640）  

  

  

  

一般会計より受入 189,200（＋10,851） 地方交付税交付金（186,792）、地方特例交付金

（1,936）及び交通安全対策特別交付金（471）財

源の受入見込額 

財政投融資特別 

会計より受入 

2,000（▲300） 地方交付税交付金財源の受入見込額 

東日本大震災復興

特別会計より受入 

659（＋89） 地方交付税（東日本大震災に係る復旧・復興事業等

の実施のための震災復興特別交付税）交付金財源の

受入見込額 

租税 51,401（＋4,505） 地方交付税交付金（地方法人税）及び地方譲与税譲

他会計より受入
191,858（+10,640）

〔うち一般会計より受入〕

189,200（+10,851）

〔うち財投特会より受入〕

2,000（▲300）
〔うち復興特会より受入〕

659（+89）

租税
51,401（+4,505）

借入金
255,178(▲25,944）

前年度剰余金受入等
17,876(+1,376)

516,313
（▲9,424）

地方交付税交付金
183,437（+998）

〔うち復興経費〕

684（+73）

地方特例交付金
1,936（▲9,384）

地方譲与税譲与金
29,661（+2,368）

国債整理基金
特別会計へ繰入
291,653(▲5,449）

予備費等
31(▲0)

交通安全対策
特別交付金
475(▲12）

507,193
（▲11,478）

【 歳入 】 【 歳出 】 
（単位：億円） 
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与金財源の受入見込額 

借入金 255,178（▲25,944） 地方交付税交付金を支弁するために必要な額の借入

見込額 

雑収入 0（＋0） 預託金利子収入及び小切手支払未済金収入等見込額 

前年度剰余金受入 17,876（＋1,376） 前年度の決算上の剰余金見込額 

合計 516,313（▲9,424）  

（歳出）  

内内容容  額額  説説明明  

地方交付税交付金 183,437（＋998） 地方交付税法に基づき、地方団体に交付 

地方特例交付金 1,936（▲9,384） 「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する

法律」（平 11 法 17）及び「地方税法」（昭 25 法

226）に基づき、地方公共団体に交付 

交通安全対策特別交

付金 

475（▲12） 道路交通法に基づき、地方公共団体に交付 

地方譲与税譲与金 29,661（＋2,368） 各譲与税法等に基づき、地方公共団体に譲与 

事務取扱費 3（＋0） 地方交付税交付金の算定事務及び地方譲与税譲与金

の譲与事務に必要な事務費 

諸支出金 3（▲0） 過誤納に係る返還金等の払戻し及び通告書送付費用

に相当する額の都道府県への支払い 

国債整理基金特別会

計へ繰入 

291,653（▲5,449） 前年度における借入金の償還、利子及び一時借入金

の利子の支払財源に充てるための繰入れ 

予備費 25（—） 予見し難い予算の不足に充てるための予備費 

合計 507,193（▲11,478）  

令令和和６６年年度度決決算算  

（単位：億円、単位未満切捨） 

収収納納済済歳歳入入額額  支支出出済済歳歳出出額額  剰剰余余金金  
翌翌年年度度  

歳歳入入繰繰入入  
積積立立金金積積立立  
資資金金組組入入  

一一般般会会計計へへ  
繰繰入入  

544,341 532,20９ 12,13１ 12,13１ － － 

令和６年度決算における剰余金は、1 兆 2,13１億円です。 

 

 

（剰余金の生じた理由） 

地方交付税交付金の翌年度への繰越額 7,114 億円に加え、いわば期ズレとしての地方譲与税

譲与金の未譲与（各譲与税法等に基づき、当該年度の最後の譲与後における出納整理期間に係る

租税収入は翌年度に譲与）2,324 億円などです。  

  

 

②②   剰剰余余金金  
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（剰余金の処理の方法）  

特別会計法第 8 条第 1 項の規定により、全額を令和７年度の歳入として受け入れ、地方交付

税法や各譲与税法等により令和７年度の地方交付税交付金や各譲与税譲与金に加算して交付・譲

与することとしています。 

 

③③  資資産産及及びび負負債債（（令令和和５５年年度度特特別別会会計計財財務務書書類類））  

交交付付税税及及びび譲譲与与税税配配付付金金特特別別会会計計貸貸借借対対照照表表（単位：億円、単位未満切捨）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

主な資産は、「地方交付税法等の一部を改正する法律」（令６法５）第 1 条の規定による改正前の

地方交付税法附則第 4 条の 2 第 3 項の規定に基づき、後年度の地方交付税交付金の総額に加算す

ることとされている一般会計からの未繰入額です。 

主な負債は、地方交付税交付金を支弁する財源に充てるための財政融資資金及び民間金融機関か

らの借入金です。この借入金には、主に地方団体の通常収支の財源不足に充てるために行われた借

入れと、平成 11 年度の恒久的な減税措置により影響を受ける地方交付税の減収分に充てるために

行われた借入れがあり、その残高は、令和５年度末で 28 兆 9,774 億円となっています。（新規借

入は平成 18 年度まで実施） 

資産・負債差額は、主にこの負債に計上されている借入金によって発生したものです。 

 

 
交付税及び譲与税配付金特別会計についての問い合わせ先 

（旧交付税及び譲与税配付金勘定） 

総務省大臣官房会計課予算第二係  電話番号 03-5253-5128 

（旧交通安全対策特別交付金勘定） 

警察庁交通局交通企画課企画調査係 電話番号 03-3581-0141 

≪令和4年度≫ ≪令和5年度≫ ＜ 資 産 の 部 ＞ ＜ 負 債 の 部 ＞ ≪令和5年度≫ ≪令和4年度≫

未払費用 1 -

0 0 有形固定資産 借入金 289,774 296,122

23,678 17,552 資産合計

負債合計 322,615 336,795
負債及び資産・負債差額合計 17,552 23,678

　その他の債務等
　一般会計からの
　繰入に係る未精算額

32,840 40,672

18,459 12,333 現金・預金

5,219 5,219
　その他の債権等
　一般会計からの
　未繰入額

▲313,116 ▲305,062 資産・負債差額
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